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般競争
次のとおり一般競争入札に付します。

平成27年1月20日

契約管理番号

当

件

入札説明書の交付方法

約

2702CO0093

原子力機構図書館における学術情報及び成果情報の管理に係る業務請
負契約

1式

一般競争入札(条件付き)

入札公告
独立行政法人日本原子力研究開発機構

契約部長鈴木正隆

方

交付期限

会入札説明
日時及び場所

入札期限及び場所

式

契約担当に同じ

ていること。

(3)上記以外の競争参加資格等拐1絲氏のとおり)

2 入札書の受領期限

平成27年2月27日 16時40分

3 入札書の郵送

不可

開札日時及び場所

契約期間

平成27年2月3日まで

Ĵ11、

納入(実施)場所

約条項契

特約条項

上記条項を示す場所

入札保証金

'1

平成27年2月27日 16時40分

原子力科学研究所情報交流棟北ウィング1階入札室

平成27年2月27日 16時40分

原子力科学研究所情報交流棟北ウィング1階入札室

平成27年4月1日~平成30年3月31日

図書館新館(科学技術情報課)

業務請負契約条項

複数年契約に関する特約条項

機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ

免除

契約部契約第4課

舛井広行
(外線:029-282-5513 内線:81-5513 Eメール:masui.hiゆyuki@ja舶.gojp)

4 その他
詳細は「入札説明書」による。

契 約 担

競争参力口資格.,ル、,←__、,_
》^云πコメくー

資格(全省庁統一資格)において資格を有すると認められている者であること0肌争参加資
格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有すること力靖心められ

名
量

数
契
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入札参加資格要件等

本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者である
L-0

②該当年度の独立行政法人日本原子力研究開発機構競争参加資格審
査又は国の競争参加資格(全省庁統一資格)1こおいて資格を有すると認
められている者であること。競争参加資格審査を受けていない者は、開札
の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3)当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
④警察当局から、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力
団員が実質的に羅営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建
設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排必要な資格
除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
⑤独立行政法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たす

当該業務と同様または類似内容の作業に求められる知見・技術力を有す
ることを証明できる資料を提出すること。

ことを証明できること。

求める技術要件
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提出資料(入札書及び内訳書除く)

提出方法提出書類名提出期限

電送・郵送・持参・質問書偶1絲氏3)平成27年2月4日(フK) 12:00

・当機構又は国(全省庁統一資格)
郵送・持参平成27年2月10日(火) 12:00

の競争参加資格認定通知書(写)

郵送・持参平成27年2月10日(火) 12:00 ・参考見積書(内訳含む)

1部

持参

2部

平成27年2月10日(火) 12:00

平成27年2月10日(火) 12:00

平成27年2月10日(火) 12:00

平成27年2月10日(火) 12:00

平成27年2月10日(火) 12:00

・入札仕様書(※)

平成27年2月27日(金) 16:40

・技術要件証明資料

・委任状・使用印鑑届(写)

1部

体制表偶1絲氏5)

業務請負従事予定者に必要な資
格等について(別紙6)

・委任状(別紙4)

部数

1部

独立行政法人日本原子力研究開発機構

郵送・持参

1部

郵送・持参

1部

郵送・持参

2部

※審査不合格の場合には、平成27年2月26日 17時00分までに通知する。

郵送・持参

2部

郵送・持参

1部
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原子力機構図書館における学術告報及び

成果青報の管理に係る業務請負契約

仕様書

(独)日本原子力研究開発機構

研究連携成果展開部
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目的

本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)図書館における所蔵

資料の受入、整理、目録情報作成及び提供等に関する業務全般について機構の図書館

統合システム(以下、「図書館統合システム」という。)等を用いた図書資料の管理並

びに研究成果情報の登録、管理等に関する業務全般について機構の研究開発成果管理

システム(以下、「成果管理システム」という。)等を用いた研究成果情報の管理に関

する業務を受注者に請負わせるための仕様について定め,たものである。

受注者は図書館統合システム及び図書館関連業務並びに成果管理システム及び研究

開発成果の取扱いに関する業務について十分理解し、受注者の責任と負担において計

画立案し、本業務を実施するものとする。

2 契約範囲

(1)原子力専門図書館所蔵資料の受入・目録情報作成及び提供に関する業務

①図書資料の受入業務

②図書資料の整理業務

③図書資料の目録作成業務

④図書資料の管理業務

⑤図書資料の提供に係る利用者対応業務

⑥図書資料の配布、発送業務

⑦その他上記図書館業務に付随する業務

②研究開発成果情報の登録及び整理等に関する業務

研究開発成果申請データ登録前処理業務

研究開発成果申請データ登録・確定業務

検索・発信用研究開発成果データ登録・確定業務

研究開発成果発信用抄録等二次データ編集管理業務

典拠情報維持更新業務

研究開発成果の登録に係る利用者対応業務

その他上記研究開発成果情報管理業務に付随する業務

3.業務内容

本業務の実施にあたり、受注者は本仕様書に定める事項の他に各種図書館業務マニュ

アル、科学技術系専門図書館が所蔵する図書資料・学術誌・技術レポートの特徴、国

際十進分類法(UDC)及び研究開発成果情報の取扱いに関する各種業務マニュアル、

機器取扱説明書等を十分理解のうえ、予め業務の分担、人員配置、スケジュール、実

施方法等にっいて実施要領を定め機構の確認を受けるものとする。

3.1 原子力専門図書館所蔵資料の受入・目録情報作成及び提供に関する業務

3.1.1 図書資料の受入業務

機構図書館が受け入れる図書資料(主に学術誌)の受入作業を行う。受入作業にあ

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
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たっては、随時納品及び郵送される国内外の図書資料(学術誌・法令追録等)の奥付

等を確認し、受入年月日、巻号、価格等の情報を機構の図書館統合システムに登録す

る。ここで登録した情報は毎月末に受入りストを作成し、目視により月次確認を実施

する。また、雑誌の年間受入予定りスト集計を行うとともに受入予定りストに基づき、

図書館統合システムに雑誌受入管理基本データ及び所属マスターデータを新規登録

もしくは修正登録を行う。

3.1.2 図書資料の整理業務

機構図書館が受け入れた図書資料については、所蔵ラベルの貼付等必要な装丁を行

い、利用者へ提供可能な状態に整理する。所蔵ラベルは在庫状況を随時確認し、必要

に応じて作成するものとする。

また、図書館所蔵分以外として整理する図書資料については、各課室への配布や発

送等に係る作業を実施する。

3.1.3 図書資料の目録作成業務

図書館所蔵分の専門図書の場合は、図書目録管理システムへの目録作成及びデータ

作成作業を行う。目録作成にあたっては、図書目録作成規則に基づくものとし、「国

際十進分類法」に基づき、適切な主題分類番号を付与するものとする。ただし、課室

所蔵分として登録する専門図書の場合は主題分類番号の付与は不要とする。

原子力技術レポートの場合は、レポート目録管理システムへの目録作成及びデータ

作成作業を行う。データ作成の対象となる原子力技術レポートは新規受入レポートの

他、マイクロフッシェ形態の過去分の技術レポートも含まれる。

なお、目録情報の見直しが必要な場合は、目録の修正及びデータの修正登録を行う

こととする。

3.1.4 図書資料の管理業務

図書館所蔵分及び課室所蔵分の図書資料を適切に管理し、快適な図書館利用環境を

維持するため、資料展示棚の確認及び管理箇所の見直しを行う。

日刊情報誌及び専門新聞等は、所定の場所に展示・保管・整理するとともに、管理

基準に基づき保管箇所を移動することにより、資料の散逸を防止する。

図書館所蔵分の図書資料の管理を行うため、主に専門図書及び製本雑誌等について

定期的に所在検査を実施する。また、製本化された雑誌の情報を図書館統合システム

の目録データに新規登録する。

3.1.5 図書資料の提供に係る利用者対応業務

図書館受付カウンターにおいて、図書資料の貸出・返却・予約・複写案内・利用者

登録及び館内案内業務を実施するとともに、利用者からの依頼に応じて、各種データ

ベース等を検索し図書資料の所蔵情報等を調査し、必要な情報を提供する。

3.1.6 図書資料の配布、発送業務

上記3.1及び3.2 で受入・整理した図書資料のうち他拠点図書室及び各課室への配

布分にっいては、機構内メール便のルールに則って整理・梱包し、その迅速な提供の

ため図書館及び情報交流棟にて発送手続きを行う。

3.1.7 その他上記図書館業務に付随する作業
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上記、3.1.1~3.1.7 に付随する業務で、機構との協議により定められた作業を行う。

3.2 研究開発成果情報の登録及び整理等に関する業務

3.2.1 研究開発成果申請データ登録前処理業務

職員等から「外部発表票」及び「研究開発報告書類投稿票」により申請された成果

について、著者氏名、所属部課室名、標題、掲載資料名、要旨等、必要事項が記載さ

れていることを確認し、「研究開発成果申請データ登録前処理マニュアノレ」に従い、

各記載事項の登録前処理を行う。作業手順は次のとおりとする。

①登録準備のため成果管理システムにおいて受け付けた「外部発表票」及び「研

究開発報告書類投稿票」の登録番号順プルーフりストを出力し、ワークシートを

作成する。記載事項を確認し、記入漏れ及び誤記入があった場合は発表代表者も

しくは共同著者、または機構担当者に問い合わせ正確な記載を確認する。

②ワークシートに追加が必要とされるデータ項目(使用言語、発表代表者職員番

号、所属、掲載資料名、論文形態、論文、要旨等)を確認し、ウェブ上で会議情

報(会議名、会議開催年月、会議開催地及びURL 等)を調査し、記載事項を補

正する。

③化学式、数式等特殊文字をTeXまたはLaTeXコマンドにより正しく表現する。

④その他「研究開発成果申請データ登録前処理マニュアノレ」に基づいた処理を行う。

3.2.2 研究開発成果申請データ登録・確定業務

前項(3.2.1)により出力したプルーフりストを基にして研究開発成果登.録・申請シ

ステムにデータを登録する。登録データは1回以上の校正・確認をもって確定する。

なお、申請者本人が直接研究開発成果登録・申請システムにより登録したデータに

ついては次の作業を行う。

①登録データ項目が正しく記載されているか確認し、記載項目に修正または追加が

生じた場合には前項(3.2.1)に記述する確認作業を行い、正確な情報を登録する。

②プルーフりストを出力し、登録データと照合・確認を行い確定する。

③プルーフりスト及び紙処理で受け付けた外部発表票(原ネ助は一定期間所定の

場所に整理し、保管するものとする。

3.2.3 検索・発信用研究開発成果データ登録・確定業務

機構の職員等から予め申請された研究開発成果データを発表終了後の届出に基づき、

申請時に未確定または発表終了後に変更となったデータを正確かっ効果的な情報検

索.発信が可能となるように研究開発成果検索・発信システムに登録・確定する。

①登録の際は機構の職員等からの届出に添付される発表論文の抜刷等を確認し、正

確に登録する。

②不明な点は機構の職員等への問い合わせ、人名録、資料目録等、各種辞典類やウ

エブサイト等の調査を行い、誤りのないよう登録する。

③プルーフりストを出力し、登録データと照合・確認を行い、機構担当者の了解後

に確定する。

3.2.4 研究開発成果発信用抄録等二次データ編集管理業務

研究開発成果の紹介用二次資料を作成するため、登録レコードを抽出し、下記の
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作業を実施する。

①著者の口ーマ字変換

・機構に所属する著者名の口ーマ字綴りは人事データを参照する。

・機構に所属しない著者名の口ーマ字綴りは抜刷の記載を参照する。

・著者名は姓、名の順に登録する。

②資料名の口ーマ字変換

・国立国会図書館、科学技術振興機構(JST)資料目録等を参照する。

3.2.5典拠情報維持更新業務

研究開発成果管理システムには、データベースとしての機能向上と登録データの整

合性を高める目的から、著者氏名、所属部課室名、掲載資料名、研究テーマ名等を辞

書(典拠情報)として蓄積している。これら典拠情報をシステムの「典拠統合機能」

及び「典拠更新・修正機能」を使って、常に最新の情報となるよう維持・更新を行う。

対象とする典拠情報は次のとおり。

①研究者名典拠ファイル:機構職員、外部機関研究者名を搭載する。

②所属機関名典拠ファイル:機構職員、部課室名、外部機関名を搭載する。

③会議名典拠ファイノレ:研究者等が発表した(予定を含む)会議名称を搭載する。

④掲載資料名典拠ファイル:論文が掲載された(予定を含む)資料名等を搭載す

る。

3.2.6 研究開発成果の登録に係る利用者対応業務

研究開発成果の登録方法について、利用者からの問い合わせに対応し、適切な助言

を与える。また、利用者からの問い合わせや実際の登録作業から、システムの維持・

改良に必要な情報を入手・蓄積し、機構担当者に報告する。

3.2.7 その他上記研究開発成果情報管理業務に付随する業務

上記、 3.2.1~3.2.6に付随する業務で、機構との協議により定められた作業を行う。

4 標準要員数

5 実施場所

(1)茨城県那珂郡東海村白方白根2・4

日本原子力研究開発機構原子力科学研究所研究連携成果展開部(図書E旬

(2)その他、事前に協議して定めた場所

3人

6 実施期日等

①実施期間

平成27年4月1日~平成30年3月31日まで

但し、士曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構

創立記念日(10月の第 1金曜日とする。但し、 10月1日が金曜日の場合は、 10月

8日とする。)、その他機構が特に指定する日を除く。

本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ケ年契約として契約するものであ
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る。

②実施時間

原則として次の時間帯に実施する。

平日 9:00 17:30i^

但し、必要がある場合は上記に定める時間以外の時間及び(1)但し書きに定める日

であっても業務を実施することがある。

7 提出書類

一式

一式

1

書類名

総括責任者届

実施要領書

従事者名簿

業務週報

業務月報

終了届

指定様式

機構様式

指定なし

指定なし

指定なし

指定なし

機構様式

8 業務に必要な資格等

この業務に従事する技術者の選任については、以下の作業に関する知見・技術力を有

する者を選任し、実施するものとする。

①図書館法第5条に規定する司書または司書補の資格(2名以上)

②研究機関または大学等の図書館における図書館業務(2名以上)

③国立国会図書館が実施する科学技術情報研修を受講していること(1名以上)

④国立国会図書館が実施する著作権講座を受講していること(2名以上)

(5)一般社団法人情報科学技術協会の情報検索能力試験に合格していること住名

以上)

(6)データベース管理ソフト「oracle」に関する知識(1名以上)

(フ)化学式等特殊文字の計算機表現規則である「Tex」及び「LaTex」に関する知

識 a名以上)

提出期日

契約後速やかに

当該週の作業終了後速やかに

当該月の作業終了後速やかに

ガ

//

部数

1部

2部

2部

1部

1部

1部ガ

9 支給品及び貸与品等

①支給品

イ.電気、水

ロ.本業務に必要な筆記用具等消耗品

②貸与品等

机 3脚

事務椅子(一般用) 3脚

ロッカー 3棹

本業務に必要なパソコン、プリンター等備品

ホ.本業務に必要な各種マニュアル及び参考図書

2
 
3
 
4
 
5
 
6

27



J^ 本業務に必要な各種ソフトウェア等備品

科学技術情報課及び研究成果管理課居室ト

10 検収条件

終了届、業務週報及び業務月報の確認、並びに仕様書の定めるところに従って、業

務が実施されたと機構が認めたときをもって業務完了とする。

11 特記事項

(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高

い信頼性を社会から求められていることを認識し、機構の規程等を遵寸し業務

を遂行し得る能力を有する者を従事させること。

(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各デー

タ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出

して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で

提供することはできない。ただし、あらかじめ書面により機構の承認を受けた

場合はこの限りではない。

(3)受注者は異常事態が発生した場合、機構の指示に従い行動するものとする。

(4)受注者は従事者に関して労基法、労安法、その他労働法令上の責任及び従事者
の規律秩序並びに風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。

(5)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的と
して行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。

(6)受注者は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的
かっ円滑に遂行できるよう、新規受注者に対して、機構が実施する基本作業マ
ニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点
等の基本事項説明への協力を行うこと。なお、基本事項説明の詳細は、機構、
受注者及び新規受注者間で協議のうえ、一定の期間(3週間以内)を疋めて本契
約の期間終了日までに実施する。

⑦機構の業務の都合により、本業務を本仕様書に定める就業場所以外(機構各拠
点及び関連機関)で行わせることができるものとする。この場合において、出
張旅費を伴う場合は別に定める費用を機構が負担する。

(8)その他仕様書に定めのない事項にっいては、機構と協議のうえ決疋する0

一式

総括責任者

受注者は本契約業務を履行するにあたり、受注者を代理して直接扣揮命アする者(以
下「総括責任者」という。)及びその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものと
する。

①受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令

②本契約業務履行に関する機構との連絡及び調整

③仕様書に基づく定常外業務の請負処理

④受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項

玲検査員及び監督員
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検査員

監督員

監督員

14

研究連携成果展開部

研究連携成果展開部

研究連携成果展開部

グリーン購入法の推進

(1)本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関す

る法律)に適用する環境物品(事務用品、 OA 機器等)が発生する場合は、 、^

れを採用するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書俳内入印刷物)にっいては、グリーン購入法の基本方

針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。

科学技術情報課長

科学技術情報課科学技術情報基盤TL

研究成果管理課成果情報管理TL
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般競争
次のとおり一般競争入札に付します。

平成27年1月19日

契約管理番号

当

件 名

入札説明書の交付方法

約

2702CO0105

入札公告
独立行政法人日本原子力研究開発機構

契約部長鈴木正隆

方

管財業務請負契約

付期限

入札説明会
日時及び場所

式

1式

一般競争入札(条件付き)

入札期限及び場所

契約担当に同じ

開札日時及び場所

間.異,、
期)(納

納入(実施)場所

契約条項

特約条項

上記条項を示す場所

入札保証金

平成27年2月2日まで

Ĵ11、

平成27年2月24日 14時20分

原子力科学研究所内情報交流棟北ウイング1階入札室

平成27年2月24日 14時20分

原子力科学研究所内情報交流棟北ウイング1階入札室

平成27年4月1日~平成30年3月31日

4号倉庫

業務請負契約条項

複数年契約に関する特約条項

機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ

免除

契約部契約第4課

岸本淳平
(外線:029-282-6213 内線念1-6213 Eメール
kishimotojumpei@jaea.goJP)

契 約

1 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)該当年度の独立行政法人日本原子力研究開発機構競争参加資格審査又は国の競争参加

資格(全省庁統一資格)1こおいて資格を有すると認められている者であること。競争参加資
格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められ
ていること。

(3)上記以外の競争参加資格等娚味氏のとおり)

2 入札書の受領期限

平成27年2月24日 14時20分

3 入札書の郵送

不可

4 その他
詳細は「入札説明書」による。

担

量数
契

交
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入札参加資格要件等

本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。

①予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
②該当年度の独立行政法人日本原子力研究開発機構又は国の競争参加
資格(全省庁統一資格)において資格を有すると認められている者であるこ
と。競争参加資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受
け、資格を有すること力靖忍められていること。

③当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、独立行政法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団
員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工

必要な資格 事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請
があり、当該状況が継続している者でないこと。
⑤独立行政法人日本原子力研究開発機構が要求する技術条件を満たすこ
とを証明できる者であること。

(1)当機構が運用する「共通消耗品システム」又は同システムと同等もしく
は類似のシステムを利用した発注管理に関する技術力を有することを証
明できる資料を提出すること。
(2)資器材の保管管理及び運搬業務に関する技術力を有することを証明
できる資料を提出すること。

求める技術要件
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平成27年2月2日偶) 15:00

提出期限

平成27年2月10日(火) 15:00

提出資料

提出書類名

質問書(別紙3)
※質問の有り無し1こ係らず出来る
だけ早くご提出ください。

平成24・25・26年度競争参加資格
認定通知書又は国(全省庁統一資
格)の競争参加資格認定通知書
(写)

参考見積書(内訳含む)平成27年2月10日(火) 15:00

平成27年2月10日(火) 15:00

平成27年2月10日(火) 15:00

平成27年2月10日(火) 15:00

平成27年2月10日(火) 15:00

入札仕様書偶1絲氏IX※)

平成27年2月10日(火) 15:00

提出方法

電送・郵送・持参

技術要件証明資料(※)

平成27年2月24日(火) 14:20

委任状・使用印鑑届(写)

平成27年2月24日(火)14:20 入札書(別紙2)※内訳書を含む

入札白(別紙2)
平成27年2月24日(火) 14:20 ※2回目以降入札用(金額ブラン

ク)

※審査不合格の場合には、平成27年2月23日

部数

郵送・持参

体制表(別紙5)

業務従事予定者に必要な資格等
について(別紙6)

委任状(別紙4)

1部

郵送,持参

郵送・持参

1部

郵送・持参

1部

郵送・持参

2部

郵送・持参

2部

郵送・持参

1部

2部

持参

2部

持参

1部

持参

17時00分までに通知する。

1部

必要部数

独立行政法人日本原子力研究開発機構 32
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1.目的

本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という)東海管理センタ

一管財課(以下「当課」という)における物品運搬業務等、共通消耗品の管理業務及び

宅配便等の運送受付業務等を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。

受注者は、業務内容、関係法令、所内規程、取扱方法等を充分理解し、受注者の責任

と負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。

2 契約範囲

(1)共通消耗品の管理業務

(2)物品の運搬業務

(3)返納物品、保管物品の管理業務

④宅配便等の運送受付業務

⑤異常事態対応

⑥その他付随する業務

3 対象設備

(1)共通消耗品管理システム

平成 17年度から導入している共通消耗品制度における単価契約物品(以下「共通

消耗品」という。)の発注管理システム

②車両等

1台・4トントラック

1台・2トントラック

・フオークリフト

4 実施場所

茨城県那珂郡東海村白方白根2番地4

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所管財課検収チーム事務室、管財課倉庫、作業員控室

原子力科学研究所構内及び構外

茨城県那珂郡東海村村松4番地器

核燃料サイクルエ学研究所構内及び構外

ψフター付き)

(りフター付き)

1台

5 実施期日等

①実施期間

平成27年4月1日から平成30年3月31日まで。

但し、士曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)、機構創

立記念日(10月の第 1金曜日とする。但し、 10月1日が金曜日の場合は、 10月8日と

する。)その他機構が特に指定する日を除く。

なお、本業務は、年度単位で実施・完了させる業務を3ケ年契約として契約するも

のである。

②実施時間

原則として次の時間帯に実施する。

平日 9:00~ 17:30

上記時間帯は、原子力科学研究所における就業時間帯である。

なお、必要がある場合は上記に定める時間以外の時間及び(1)但し書きに定める日で

あっても業務を実施することがある。
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6.業務内容

本業務を実施するにあたっては、本仕様書に定める事項のほか、原子力機構の物品管

理規程等を充分理解のうえ実施するものとし、受注者は予め業務の分担、人員配置、ス

ケジュール、実施方法等について実施要領を定め、原子力機構の確認を受けるものとす

る。

(1)共通消耗品の管理業務

イ共通消耗品発注管理

ω発注管理

共通消耗品発注管理システムにより発注状況を監視し、過大な発注をチェッ

クするとともに、発注者からの問合せに対する返答、発注情報の訂正、追加、

削除等を共通消耗品管理システムで行う。
(ロ)納入指示

共通消耗品管理システムにより納入指示を行い納入業者及び納期を指定する。
(ハ)納入指示書の発行

共通消耗品管理システムにより指示一覧表及び指示書をプリンターで出力し、

指示書を業者毎にとりまとめ、所定の場所へ整理する。

(ニ)納入管理

納品が完了した共通消耗品は、一般検査調書等に基づき自動光学読取装置で読

み込みを行い、納入月日及び検収月日を共通消耗品管理システムに入力させる。
(ホ)支払関連業務

当月初めに前月分の納入分に対する支払請求書等の関係資料をプリンターで

出力し、各納入業者に送付かつ回収し、支払関係資料とともにセンター内関係箇

所に配付する等の支払関連業務を行う。

口共通消耗品データ管理

q)予算情報の更新

共通消耗品管理システムにより共通消耗品に関する予算マスター更新に伴い、

予算情報データベースの更新作業を行う。

(ロ)課室ID及び利用者情報の更新

共通消耗品管理システムにより同システムにアクセスする際に必要となる各

課室のIDについて、更新又は変更の依頼があった場合はデータを更新する。ま

た、利用者情報の更新についても同様に対応する。

ω各種データの管理

その他、共通消耗品管理システムの運用に必要な各種データの管理を行う。
(ニ)品目の新設、削減りストの作成

要求課室への調査及び過去の契約りストから共通消耗品品目の新設及び削減リ

ストを作成する。

(ホ)新年度品目の調整及び型番等の確認並びにセットアップ

茨城地区の新年度品目の新設、削除等の調整及び新年度品目の型番等の確認を

行い、システムのセットアップを行う。

い)イメージデータの更新

品目イメージの更新があった場合は、共通消耗品管理システムによりイメージ

の更新作業を行う。

(ト)品目マスターの更新

共通消耗品管理システムにより新規に契約となった品目及び契約内容等に変

更のある品目のテータについて、マスターを更新する。

(チ)各種データの年度更新処理

新年度用の各種マスターデータを作成し、システムの年度更新処理を行う。
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①各種データ管理資料の管理

共通消耗品管理システム等により各種データの管理資料を出力し、系統的に

整理保管する。

(2)物品の運搬業務

イドライアイスの配達

ドライアイスを指定箇所まで配達する。

口検収物品の配達

検収物品を指定箇所まで配達する。

ハ払出物品、返納物品の運搬

払出物品、返納物品を指定箇所まで運搬する。

不用品、撤去品の運搬

不用品、撤去品を指定箇所まで運搬する。

ホ上記に掲げるほか、移動に伴う物品を指定場所まで運搬する。

(3)返納物品、保管物品の管理業務

イ定期的に返納物品、保管物品は台帳と現品をチェックし、その結果をまとめる。
④宅配便等の運送受付業務等

イ宅配便等の運送の受付、配達完了の確認及び支払関連業務を行う。

⑤異常事態対応

イ原子力機構に係る異常事態に際しては、当課に設置する「防護器材輸送センター」

の一員として防護器材等を原子力機構の指示に従い、異常事態が発生している現場

まで運搬するほか、原子力機構からの指示に対応する。

口原子力機構が、異常事態対応に備えて行う訓練に際して、当課に設置する「防護

器材輸送センター」の一員として防護器材等を原子力機構の指示に従い、訓練が実

施されている現場まで運搬するほか、原子力機構からの指示に対応する。
⑥その他付随する業務

イトラック及びフォークリフトの点検及び清掃

トラックは毎日1回、フォークリフトは作業開始前に、始業点検表に基づき点検す

るとともに、作業終了後、必要に応じて清掃を行い維持管理に努める。
口倉庫の清掃等

必要に応じて倉庫の整理整頓、清掃を行う。

ハ前記(D~(5)に掲げる業務に関する書類の作成又は整理

7 標準要員数

8.業務に必要な資格等

(1) 4 トントラック運転可能免許取得者(2名以上)

(2)フォークリフト運転技能講習修了証取得者(2名以上)

③玉掛技能講習修了証取得者(1名以上)

④小型移動式クレーン運転技能講習修了証取得者(1名以上)

(5)堅急時において「防護器材輸送センター」が設置された場合は、30分以内に管財課

に集合できる体制が整備されていること(2名以上)

3人

9.支給品及び貸与品

(1)支給品

イ電気、ガス、水

ロガソリン、オイノレ

ハ車両の維持管理に必要な消耗品
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(2) 貸与品

イ共通消耗品管理システム

口車両等

・4トントラック

・ 2 トントラック

・フオークリフト

ハ机、椅子、ロッカー

ノぐソコンノ1須

ホエ具類

契約後速やかに

契約後速やかに

契約後速やかに

毎日業務終了後

毎月月末

1部

3部

1部

1部

1部

10.提出書類

①総括責任者届(原子力機構様式)

②実施要領書

③従事者名簿

④業務日報(原子力機構様式)

⑤終了届(原子力機構様式)

ψフター付き

(りフター付き

1台

Ⅱ.検収条件

終了届及び業務日報の確認並びに仕様書の定めるところに従って業務が実施されたと

原子力機構が認めたときをもって業務完了とする。

1台

1台

特記事項12

(1)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び

高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に

配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。

(2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、

技術情報、成果その他すべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表

もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することは

できない。ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限り

ではない。

(3)受注者は、業務の実施にあたっては、次に掲げる関係法令及び所内規則等を遵守す

るものとし、原子力機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うも

のとする。

・道路交通法

・労働安全衛生法

・所内規則等

(4)受注者は、車両の運転中に万一事故が生じた場合、すみやかにその処理に必要な措

置を講じるとともに、事故状況について原子力機構に報告しなけれぱならない。

(5)車両の運転中の事故によって損害が生じた場合は、双方が誠意をもって協議し、受

注者に責めがあると認められたときは受注者がこれを賠償する。

(6)受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとす

る。

(フ)受注者は、従事者に関して労働基準法、労働安全衛生法、その他法令上の責任及び

従事者の規律秩序並びに風紀の維持に関する責任を全て負うものとする。

(8)受注者は機構が伝染性の疾病(新型インフルエンザ等)に対する対策を目的として

行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。

(9)受注者は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的かっ
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円滑に遂行できるよう、新規受注者に対して、機構が実施する基本作業マニュアル、

現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説

明への協力を行うこと。

なお、基本事項説明の詳細は、機構、受注者及び新規受注者間で協議のうえ、一定

の期間(3週間以内)を定めて本契約の期間終了日までに実施する。

(1のその他仕様書に定めのない事項については、原子力機構と協議のうえ決定する。

13.総括責任者

受注者は、本契約業務の履行につき、原子力機構との連絡調整にあたり、受注者を代

理して定常業務及び定常外業務を請負処理し、かつ従事者を管理し、直接指揮命令する

もの(以下「総括責任者」という)を選任し、次の任務に当たらせるものとする。

①受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令

②本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整

③仕様書に基づく定常外業務の請負処理

(4)受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項

検査員及び監督員14

(1)項目 2.(1)~(6)の業務

検査員:東海管理センター

監督員:東海管理センター

グリーン購入法の推進15

(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する

法律)に適用する環境物品(事務用品、 OA機器等)が発生する場合は、これを採用

するものとする。

(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に

定める殊氏類」の基準を満たしたものであること。

管財課長

管財課検収チームリーダー

以上
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